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特集：カーボンニュートラル実現に向けた中国の政策および動向

法的対応必要な排出権取引市場の整備が進展、CCER再始動に期待

図1：全国炭素排出権取引制度 (全国ETS) の発展

出所：ジェトロ上海「中国における脱炭素に向けた取組・方法に関する調査」（2023年3月）、中国政府発表などを基にジェトロ作成
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2011年10月、国家発展改革委員会

（NDRC）は、北京市、天津市、上海

市、重慶市、湖北省、広東省、深セン

市の7省市をETSパイロット事業の試

験都市に認定。

NDRC は、民間セクターによる

温室効果ガス排出削減を奨励す

るため、「温室効果ガス自主的

排出削減取引管理暫定弁法」を

制定。
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7省市の炭素排出権パイロット事業はすべて

2013年と2014年に正式に運用を開始。2013

年6月の深セン市が最初。NDRCが「炭素排出

権取引管理暫定弁法」を公表し、全国ETSの全

体的な構築枠組みを明らかにした。

四川省と福建省でさらに2つの省級ETSが開

始。

第13次5カ年（2016～2020年）規画では、

全国ETSの設立を推進。

生態環境部（MEE）が全国ETS市

場を担当する主体に。

電力部門を対象とした全国ETS市

場の模擬運用を開始。

2021年7月、全国ETSは正式に運用

段階に入り、世界最大規模のETS市場

となった。

初期段階では、電力部門のみが対象。

「全国炭素排出権取引市場建設プラ

ン（発電業界）」が制定され、全国

ETSの全体設計を完了し、電力部門

が全国ETSの立ち上げにおける優先

部門に選ばれた。

フェーズII:

省のETSパイロット事業を開始

フェーズIII:

全国ETSの立ち上げを準備

フェーズIV:

全国ETSを実施

フェーズI:

世界の炭素市場に参加

中国にCDM(クリーン開発メ

カリズム)が導入され、中国

が世界の炭素市場に参加する

きっかけとなった。
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